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地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 

が保有する個人情報の保護に関する要綱 

  

                                             平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 

２ ２ 健 総 第 ４ ０ ７ ２ 号 

平成２６年３月３１日改正 

          ２ ５ 健 総 第 ５ ２ ２ ５ 号   

平成２９年１０月１日改正 

          ２ ９ 健 総 第 ２ ６ ０ ２ 号   

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、東京都個人情報の保護に関する条例(平成２年東京都条例第１１

３号。以下「条例」という。)第３３条の規定により、地方独立行政法人東京都健康

長寿医療センター(以下「法人」という。)が保有する個人情報の保護その他条例の施

行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(開示請求書の提出) 

第２条 条例第１３条第１項の規定に基づき開示請求をしようとする者は、保有個人情

報開示請求書(別記第１号様式)を法人に提出しなければならない。 

(開示請求者の確認) 

第３条 条例第１３条第２項及び条例第１５条第１項に規定する書類は、次に掲げる書

類のいずれかであって開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所が記載さ

れているもの並びに戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類 (法定代理

人による請求及び死者の個人情報に係る請求の場合に限る。)とする。 

(1) 運転免許証 

(2) 旅券 

(3) 健康保険の被保険者証 

(4) 前３号に掲げるもののほか、法人が認める書類 

(開示決定通知書等) 

第４条 条例第１４条第２項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同

表右欄に掲げる通知書とする。 

一 条例第１４条第１項の規定により保有個人情

報の全部を開示する旨の決定をした場合 

保有個人情報開示決定通知書 

(別記第２号様式) 

二 条例第１４条第１項の規定により保有個人情

報の一部を開示する旨の決定をした場合 

保有個人情報一部開示決定通知書 

(別記第３号様式) 

三 条例第１４条第１項の規定により保有個人情

報の全部を開示しない旨の決定(条例第１７条の

３の規定により開示請求を拒否するとき及び開示

請求に係る保有個人情報を保有していないとき

の当該決定を含む。)をした場合 

保有個人情報非開示決定通知書 

(別記第４号様式) 
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２ 条例第１４条３項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報開示請

求)(別記第５号様式)とする。 

３ 条例第１４条第４項に規定する書面は、決定期間特例延長通知書（保有個人情報開

示請求）（別記第５号様式の２）とする。 

４ 条例第１４条第７項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、

当該開示請求者以外のものに係る情報の内容その他必要な事項とする。 

５ 法人は、条例第１４条第７項の規定により開示請求者以外のものに意見書を提出す

る機会を与える場合は、意見照会書(別記第６号様式)により通知するものとする。 

６ 法人は、条例第１４条第７項に規定する反対意見書が提出された場合において、当

該反対意見書に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 (以下「開示決

定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記第７号様式)により

反対意見書を提出したものに通知するものとする。 

(電磁的記録に記録された保有個人情報の開示方法) 

第５条 条例第１５条第２項の規定により、電磁的記録（ビデオテープ、録音テープそ

の他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。）に

記録された保有個人情報の開示は、電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る

部分の視聴又は印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分を

ディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容

易であるときは、電磁的記録に記録された当該保有個人情報の視聴又は当該複写した

ものの交付により開示を行うことができる。 

(開示の実施等) 

第６条 保有個人情報の開示を写しの交付の方法により受ける者は、保有個人情報の開

示(写しの交付)申込書(別記第８号様式)を提出しなければならない。 

２ 保有個人情報の開示を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、請求

があった保有個人情報が記録された公文書一件につき一部とする。 

３ 法人は、保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又

は視聴に係る保有個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその

内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された公文書

の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。 

４ 保有個人情報の開示等は、法人内で行うものとする。 

(未成年者の確認書の提出) 

第７条 法人は、未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、当該

未成年者が満１５歳に達しているときは、開示することが条例第１６条第８号の規定

に該当するかどうかの判断に当たり、当該未成年者に開示についての確認書 (別記第

９号様式)の提出を求めることができる。 

(訂正請求書の提出) 

第８条 条例第１９条第１項の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、保有個人情

報訂正請求書(別記第１０号様式)を法人に提出しなければならない。 

 

(訂正請求者の確認等) 
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第９条 条例第１９条第３項において準用する条例第１３条第２項に規定する書類に 

ついては、第３条の規定を準用する。 

２ 法人は、訂正請求に係る保有個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認

する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、保有個人情報開

示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。  

(訂正決定通知書等) 

第１０条 条例第２０条第２項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記

第１１号様式)とする。 

２ 条例第２０条第３項に規定する書面は、保有個人情報非訂正決定通知書(別記第１

２号様式)とする。 

３ 条例第２０条第５項において準用する条例第１４条第３項に規定する書面は、決定

期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記第１３号様式)とする。 

(事案移送通知書) 

第１１条 法人は、条例第１７条の４第１項又は第２１条第１項の規定により事案を移

送した場合は、事案移送通知書(開示請求・訂正請求)(別記第１４号様式)により開示

請求者又は訂正請求者に通知するものとする。 

(利用停止請求書の提出) 

第１２条 条例第２１条の４第１項の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、

保有個人情報利用停止請求書(別記第１５号様式)を教育委員会に提出しなければな

らない。 

(利用停止請求者の確認等) 

第１３条 条例第２１条の４第２項において準用する条例第１３条第２項に規定する

書類については、第３条の規定を準用する。 

２ 法人は、利用停止請求に係る保有個人情報が開示の決定を受けたものであることを

確認する必要があると認めるときは、利用停止請求をしようとする者に対し、保有個

人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることが

できる。 

(利用停止決定通知書等) 

第１４条 条例第２１条の６第２項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知

書(別記第１６号様式)とする。 

２ 条例第２１条の６第３項に規定する書面は、保有個人情報利用非停止決定通知書

(別記第１７号様式)とする。 

３ 条例第２１条の６第５項において準用する条例第１４条第３項に規定する書面は、

決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記第１８号様式)とする。 

(開示手数料) 

第１５条 条例第２２条の２に規定する開示手数料は、別表のとおりとする。 

(審査会に諮問した旨の通知) 

第１６条 法人は、条例第２４の４の規定により通知する場合は、審査会諮問通知書(別

記第１９号様式)によってするものとする。 
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(審査会への提出資料等の閲覧等) 

第１7 条 条例第２５条の５第１項の規定に基づき、東京都個人情報保護審査会に提出

された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を請求しようとするものは、審査会提出

資料等の閲覧等に係る請求書(別記第２０号様式)を法人に提出しなければならない。 

２ 法人は、前項の規定により審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書が提出されたと

きは、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、審査会提出資料等の閲覧等

の承認について書(別記第２１号様式)、審査会提出資料等の閲覧等の一部承認につい

て(別記第２２号様式)又は審査会提出資料等の閲覧等の不承認について(別記第２３

号様式)により、当該請求書を提出したものに通知するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 
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別表（第１５条関係） 
 
  

文書の種類 開示手数料の金額 徴収時期 

文書、図画及び写真 写し（単色刷り）１枚につき１０円 写しの交付のとき。 

写し（多色刷り）１枚につき２０円 写しの交付のとき。 

マイクロフィルム 印刷物として出力したもの（単色刷り） 

１枚につき１０円 

写しの交付のとき。 

印刷物として出力したもの（多色刷り） 

１枚につき２０円 

写しの交付のとき。 

電磁的記録 

（ビデオテープ及び録音テープを除き、

パーソナルコンピュータで作成された

ものに限る。） 

印刷物として出力したもの（単色刷り） 

１枚につき１０円 

写しの交付のとき。 

印刷物として出力したもの（多色刷り） 

１枚につき２０円 

写しの交付のとき。 

複写したフロッピーディスク 

１枚につき１００円 

写しの交付のとき。 

複写した光ディスク（日本工業規格Ｘ0606及びＸ

6281又はＸ6241に適合する直径120ミリメートル

の光ディスクの再生装置で再生することが可能

なものに限る。）  

１枚につき１００円 

写しの交付のとき。 

複写したフィルム（金額は別途定める） 写しの交付のとき。 

備考 

  １ 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を１枚として算定する。 

  ２ 公文書の写し（マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては印刷物として出力したもの）を交付する場合は、原則として日本工業規

格Ａ列３番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格Ａ列３番による用紙を用

いた場合の枚数に換算して算出する。 

  ３ フィルム（マイクロフィルムを除く。）の写しを交付する場合及び電磁的記録の写しの交付においてこの表に掲げる方法によりがたい場合

は、別途、理事長が決定する。 
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第１号様式(第２条関係) 

 

保有個人情報開示請求書 

年  月  日 
 
 東京都健康長寿医療センター 理事長 殿 
 

氏名 
請求者 住所又は居所 

電話番号 
           

  
 

東京都個人情報の保護に関する条例第 13 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり請
求します。 

  
  

1 請求に係る保有個人情

報の内容 

   

  

  

2 開示の区分(希望する開

示方法を○で囲んでく

ださい。) 

(1)閲覧 
(2)視聴 
(3)写しの交付 

3 法定
代理人
による
開示請
求の場
合の本
人の氏
名等 

本人の状況 

右のうち該当
するものを○
で囲んでくだ
さい。 

(1) 未成年者(15 歳未満) 
(2) 未成年者(満 15 歳以上) 
(3) 成年被後見人 

本人氏名   

本人の住所
又は居所及
び電話番号 

 

※ 
担当
部署
処理
欄 

請求者本人確
認欄 

(1) 運転免許証 (2) 旅券 (3) 健康保険の被
保険者証 (4) その他(     )  

請求資格確認
欄 

(1) 戸籍謄本 
(2) その他(            ) 

  ※ 備考 受付年月日       年  月  日 
受付部署 

  

注１ 「請求に係る保有個人情報の内容」欄は、開示請求をしようとする保有個人情報が特定で
きるよう具体的に記入してください。 

２ 法定代理人による請求又は死者に関する情報のうち、請求者を本人とする保有個人情報と
認められるものに係る請求の場合は、請求者であることを証明する書類に加え、資格を有す
ることを証明する書類を提出し、又は提示してください。 

 ３ 「本人の住所又は居所及び電話番号」欄には、本人の連絡先が本人の住所又は居所及び電
話番号と異なるときは、連絡先も併せて記入してください。 

 ４ ※印欄は、記入しないでください。 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220011.doc
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第２号様式(第４条関係) 

第     号 

年  月  日 

保有個人情報開示決定通知書 

            様 
 
                        東京都健康長寿医療センター 理事長 印 
 

   年  月  日付けの保有個人情報の開示請求に対して、東京都個人情

報の保護に関する条例第 14 条第 1 項の規定により、次のとおり保有個人情報の全

部を開示することを決定したので通知します。 

  

1 請求に係る保有個

人情報の内容 

   

2 保有個人情報の開

示の日時及び場所 

日時 

  午前 

年  月  日     時   分 

  午後 

場所 
 

3 担当部署 
  

電話番号 

4 備考 
 

注１ 当日は、この通知書と請求者本人であることを証明する書類を持参してください。 

２ 上記の日時においでになれない場合は、事前に電話等で担当課まで連絡してください。 

３ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月
以内に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して審査請求をすることができます（なお、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌
日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

４ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、東
京都健康長寿医療センターを被告として（訴訟において東京都健康長寿医療センターを代表
する者は東京都健康長寿医療センター理事長となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であ
っても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります。）。ただし、上記3の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す
る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起
算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消し
の訴えを提起することができなくなります。）。 

 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220021.doc
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第３号様式(第４条関係) 

第     号 

年  月  日 

保有個人情報一部開示決定通知書 

 

                 様  

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

 

   年  月  日付けの保有個人情報の開示請求に対して、東京都個人情報の保護に

関する条例第 14 条第 1 項の規定により、次のとおり保有個人情報の一部を開示すること

を決定したので通知します。 

  1 請求に係る保有個人

情報の内容 

    

2 保有個人情報の開示

の日時及び場所 

日時 年  月  日 
午前 

午後 
 時 分 

場所   

3 開示しない部分及び

その理由 

  

(東京都個人情報の保護に関する条例第 16 条第号に該当)  

4 担当部署 
  

電話番号 

5 備考   

注１ 当日は、この通知書と請求者本人であることを証明する書類を持参してください。 

２ 上記の日時においでになれない場合は、事前に電話等で担当課まで連絡してください。 

３ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定
があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

４ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、東京都
健康長寿医療センターを被告として（訴訟において東京都健康長寿医療センターを代表する者は
東京都健康長寿医療センター理事長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定
の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま
す。)。ただし、上記3の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する決定があったことを知
った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 （なお、
当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該
裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。）。 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220031.doc


保有する個人情報保護に関する要綱 

9/30 

第４号様式(第４条関係) 

第     号 

年  月  日 

保有個人情報非開示決定通知書 

              様 

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

   年  月  日付けの保有個人情報の開示請求に対して、東京都個人情報の

保護に関する条例第 14 条第 1 項の規定により、次のとおり保有個人情報の全部を開

示しないことを決定したので通知します。 

  

1 請求に係る保有個

人情報の内容 

    

2 開示しない理由 

  

 (東京都個人情報の保護に関する条例第 16 条第号に該
当) 

3 担当部署 

  

電話番号 

4 備考   

注１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3
月以内に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して審査請求をすることができます(な
お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の
日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、
東京都健康長寿医療センターを被告として（訴訟において東京都健康長寿医療センターを代
表する者は東京都健康長寿医療センター理事長となります。）、処分の取消しの訴えを提起
することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内で
あっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起す
ることができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に
対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを
提起することができます。 （なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の
翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処
分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220041.doc
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第５号様式(第４条関係) 

第     号 

年  月  日 

決定期間延長通知書                   

(保有個人情報開示請求) 

            様 

  

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

    年  月  日付けの保有個人情報の開示請求に対して、東京都個人情報の

保護に関する条例第 14 条第 3 項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長し

たので通知します。 

  

  
1 請求に係る保有個人情

報の内容 

    

  

2 東京都個人情報の保護

に関する条例第14条第

1項の規定による決定

期間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

3 延長後の決定期間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

4 延長理由 

  

5 担当部署 

  

電話番号 

6 備考 
  

  

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220051.doc
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第５号様式の２(第４条関係) 

第     号 

年  月  日 

決定期間特例延長通知書                   

(保有個人情報開示請求) 

            様 

                東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

    年  月  日付けの保有個人情報の開示請求に対して、東京都個人情報の

保護に関する条例第 14 条第 3 項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長し

たので通知します。  

  

1 請求に係る保有個人情

報の内容 

   

 

2 東京都個人情報の保護

に関する条例第14条第1

項の規定による決定期

間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

3 開示請求に係る保有個

人情報のうち相当の部

分につき開示決定等を

する期間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

4 上記3の期間内に開示決

定等をする部分 

 

5 残りの保有個人情報に

ついて開示決定等をす

る期限 

 

6 東京都個人情報の保護

に関する条例第14条第4

項を適用する理由 

 

7 担当部署 
 

電話番号 

8 備考 
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第６号様式(第４条関係) 

第     号 

年  月  日 

意見照会書 

  

          様 

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

  

 東京都個人情報の保護に関する条例に基づき、次のとおり      に関する情報

が含まれた保有個人情報について開示請求がありました。 

 本件開示請求に係る保有個人情報の開示決定等についてご意見があれば、別紙「開

示決定等に係る意見書」により、    年    月    日までに回答してください。 

  

  

  

1 開示請求に係る保有個

人情報が記録された公

文書の件名及び作成年

月日 

   

  

  

2      に関する情報

の内容 

 

3 担当部署及び意見書提

出先 

  

電話番号 

4 備考 
  

  

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220061.doc
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別紙 

 

開示決定等に係る意見書 

年  月  日 

  

  東京都健康長寿医療センター 理事長 殿 

  

                    住所又は居所              

       氏名              

  

  

     年    月    日付      号で照会のあった件について、次のとお

り回答します。 

  

1 開示請求に係る保有

個人情報が記録され

た公文書の件名 

    

2 開示決定に対する反

対意思の有無 
有 無 

3 意見(開示決定に反対

する理由) 

  

  

法人その他の団体にあっては、その名称、事務所      

又は事業所の所在地及び代表者の氏名 
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第７号様式(第４条関係) 

第     号 

年  月  日 

開示決定に係る通知書 

            様 

東京都健康長寿医療センター 理事長  印 

   年  月  日付けの       に関する情報が含まれた保有個人情報の

開示請求について、東京都個人情報の保護に関する条例第 14 条第 1 項の規定により、

次のとおり保有個人情報を開示することを決定したので通知します。 

  

1 開示請求に係る保有個人

情報が記録された公文書

の件名 

    

2 開示決定をした理由 

  

3 開示をする日 年    月    日 

4 担当部署 

  

電話番号 

5 備考    

注１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月
以内に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して審査請求をすることができます(なお、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌
日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、東
京都健康長寿医療センターを被告として（訴訟において東京都健康長寿医療センターを代表
する者は東京都健康長寿医療センター理事長となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であ
っても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す
る決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。 （なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から
起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220071.doc
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第８号様式(第５条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保有個人情報の開示（写しの交付）申込書        領    収    書        領  収  書  控 

  氏名（名称）及び 

 住所（所在地） 

    氏名（名称）及び 

 住所（所在地） 

    氏名（名称）及び 

 住所（所在地） 

  

     

年 月 日付    第  号で通知

があった保有個人情報の開示（写しの交付）

を次のとおり申し込みます。 

 

年 月 日付    第  号による

保有個人情報の開示（写しの交付）に係る

開示手数料として、次の金額を領収しまし

た。 

    年 月 日付    第  号に 

よる保有個人情報の開示（写しの交付）に係る

開示手数料として、次の金額を領 収しました。 

 保有個人情 

報の内容 

 開示の方法  金  額   保有個人情 

報の内容 
 開示の方法  金  額   保有個人情 

報の内容 
 開示の方法  金  額  

  写しの交付 

 （  枚） 

       円   写しの交付 

 （  枚） 

       円   写しの交付 

 （  枚） 

       円 

  写しの交付 

 （  枚） 

    円   写しの交付 

 （  枚） 

    円   写しの交付 

 （  枚） 

    円 

   納 付 額 計     円    納 付 額 計     円    納 付 額 計     円 

      年    月    日 

 

 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 

理事長         殿 

      年    月    日 

 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 

    理事長         殿 

      年    月    日 

 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター  

    理事長          印 

 担当部署名 
 

 担当部署名 
 

 担当部署名 
 

  （窓口控） 

 

 

  （請求者交付用） 

 

  （現金出納者控） 

 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220081.doc
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第９号様式(第５条の２関係) 

第     号 

年  月  日 

                 様 

  

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

   

以下の確認書は、別紙保有個人情報開示請求書の写しのとおり、   年  月  日

付けであなたの法定代理人である        様 から請求があった あなたを本

人とする保有個人情報の開示 について、あなた自身の意思を確認するものです。御

自身で「同意する」「同意しない」の いずれかを〇で囲んで 、 住所又は居所及び   

氏名 を御記入の上、     年  月  日 までに返送してください。 

 なお、開示に同意された場合であっても、東京都個人情報の保護に関する条例第 16

条の規定に基づいて非開示となる場合があります。 

 

確 認 書 

 私の法定代理人         が私に代わって別紙保有個人情報開示請求書の

写しのとおり請求した私を本人とする保有個人情報について開示することに 

1 同意する。 

2 同意しない。 

   (「同意する」「同意しない」のいずれかを〇で囲んでください。) 

年  月  日    

                住所又は居所                       

氏   名  

(氏名は、必ず御自身で書いてください。) 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220091.doc
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第１０号様式(第６条関係) 

保有個人情報訂正請求書 

年  月  日 

 東京都健康長寿医療センター 理事長 殿 

 

氏名 
請求者 住所又は居所 

電話番号 

  

東京都個人情報の保護に関する条例第 19 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり請求

します。 

  

  

  

  

1 開示された保有個人情

報の内容 

    

  

  

  

2 訂正を求める内容 

   

※ 

担 当

部 署

処 理

欄 

請求者本人確認

欄 

(1) 運転免許証 (2) 旅券 (3) 健康保険の被保

険者証 

(4) その他(    ) 

請求資格確認欄 (1) 戸籍謄本 (2) その他(         ) 

事実に合致する

ことを証明する

書類等 

  

※ 備考 
受付年月日     年  月  日 

受付部署 

注１ 訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示してくださ
い。 

２ 法定代理人による請求又は死者に関する情報のうち、請求者を本人とする保有個人情報と
認められるものに係る請求の場合は、請求者であることを証明する書類に加え、資格を有す
ることを証明する書類を提出し、又は提示してください。 

３ 開示の決定を受けたことの確認に必要な場合は、保有個人情報開示決定通知書又は保有個
人情報一部開示決定通知書の提示を求めることがあります。 

４ ※印欄は、記入しないでください。  

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220101.doc


保有する個人情報保護に関する要綱 

18/30 

 

 

第１１号様式(第８条関係) 

第     号 

年  月  日 

保有個人情報訂正決定通知書 

                

  様 

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

 

   年  月  日付けの保有個人情報の訂正請求に対して、東京都個人情報の

保護に関する条例第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり訂正することを決定した

ので通知します。 

  

1 開示された保有個人

情報の内容 

    

2 訂正する保有個人情

報の内容 

  

3 一部訂正とする理由

(一部訂正を行うとき

のみ記入) 

  

4 担当部署 
  

電話番号  

5 備考   

注１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3
月以内に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して審査請求をすることができます(な
お、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の
日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、
東京都健康長寿医療センターを被告として（訴訟において東京都健康長寿医療センターを代
表する者は東京都健康長寿医療センター理事長となります。）、処分の取消しの訴えを提起
することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内で
あっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起す
ることができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に
対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを
提起することができます。 （なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の
翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処
分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220111.doc


保有する個人情報保護に関する要綱 

19/30 

第１２号様式(第８条関係) 

第     号 

年  月  日 

保有個人情報非訂正決定通知書 

                 様 

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

    年  月  日付けの保有個人情報の訂正請求に対して、東京都個人情報

の保護に関する条例第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり訂正しないことを決定

したので通知します。 

  

1 請求に係る保有個人

情報の内容 

    

2 訂正しない理由 

  

3 担当部署 

  

電話番号 

4 備考   

注１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して異議申立てをすることができます
(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決
定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 

 ２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、
東京都健康長寿医療センター理事長を被告として、処分の取消しの訴えを提起することがで
きます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、
この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで
きなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する
決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起
することができます。  
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第１３号様式(第８条関係) 

第     号 

年  月  日 

決定期間延長通知書                          

(保有個人情報訂正請求) 

                様 

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

   年  月  日付けの保有個人情報の訂正請求に対して、東京都個人情報の

保護に関する条例第 20 条第 5 項において準用する同条例第 14 条第 3 項の規定によ

り、次のとおり訂正決定等の期間を延長したので通知します。 

  

1 請求に係る保有個人情報

の内容 

  

  

2 東京都個人情報の保護に

関する条例第20条第1項

の規定による決定期間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

3 延長後の決定期間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

4 延長理由 

  

5 担当部署 
  

電話番号 

6 備考   
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第１４号様式(第９条関係) 

第     号   

年  月  日   

事案移送通知書                                    

(開示請求・訂正請求)                         

                    様 

 

東京都健康長寿医療センター 理事長 印    

  

     年  月  日付けであった開示請求又は訂正請求について、東京都個人情

報の保護に関する条例第 17 条の 4 第 1 項又は第 21 条第 1 項の規定により、次のとおり

事案を移送したので通知します。 

  

1 保有個人情報の件名 

    

2 事務担当部署 電話            内線 

3 移送を受けた実施機関にお

ける事務担当組織 
電話            内線 

4 移送をした日   

5 移送をした理由   

6 備考 
 

注 本件開示請求については、移送を受けた実施機関において開示決定等をすることとなります。 

   不明な点は、事務担当部署にお問い合わせください。  
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第１５号様式(第１０条関係) 

  

保有個人情報利用停止請求書 

年  月  日   

 東京都健康長寿医療センター 理事長 殿 

氏名 
請求者 住所又は居所 

電話番号 

            

東京都個人情報の保護に関する条例第 21 条の 4 第 1 項の規定に基づき、次のとおり請

求します。 

  

1 開示された保有個人情報

の内容 
  

  

2 利用停止請求の趣旨(該当

するものを○で囲んでく

ださい。) 

(1) 利用の停止 

(2) 消去 

(3) 提供の停止 

3 利用停止を求める理由   

※ 

担 当

部 署

処 理

欄 

請求者本人確認欄 

(1) 運転免許証  (2) 旅券  (3) 健康保険の被

保険者証 

(4) その他 (        ) 

請求資格確認欄 
(1)  戸 籍 謄 本   (2)  そ の 他

(           ) 

※ 備考 
 

注１ 「開示された保有個人情報の内容」欄は、請求をしようとする保有個人情報が特定できるよ
う具体的に記入してください。 

 ２ 「利用停止請求の趣旨」欄は、利用停止請求をしようとする保有個人情報が特定できるよう
具体的に記入してください。 

 ３ 法定代理人による請求又は死者に関する情報のうち、請求者を本人とする保有個人情報と認
められるものの請求の場合は、請求者であることを証明する書類に加え、資格を有することを
証明する書類を提出し、又は提示してください。 

４ 開示の決定を受けたことの確認に必要な場合は、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人
情報一部開示決定通知書の提示を求めることがあります。 

５ ※印欄は、記入しないでください。  
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第１６号様式(第１２条関係) 

第     号   

年  月  日   

  

保有個人情報利用停止決定通知書 

  

                様 

 

東京都健康長寿医療センター 理事長  印    

  

    年  月  日付けの保有個人情報の利用停止請求に対して、東京都個人情

報の保護に関する条例第 21 条の 6 第 2 項の規定により、次のとおり利用停止をするこ

とを決定したので通知します。 

  

1 開示された保有個人情

報の内容 

    

2 利用停止の内容 

  

3 利用停止(予定)年月日     年   月   日 

4 担当部署 
  電話番号 

5 備考   

注１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月
以内に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して審査請求をすることができます(なお、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌
日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、東
京都健康長寿医療センターを被告として（訴訟において東京都健康長寿医療センターを代表
する者は東京都健康長寿医療センター理事長となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であ
っても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す
る決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。 （なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から
起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第１７号様式(第１２条関係) 

第     号   

年  月  日   

  

保有個人情報利用非停止決定通知書 

  

                    様 

 

東京都健康長寿医療センター 理事長  印    

  

    年  月  日付けの保有個人情報の利用停止請求に対して、東京都個人情

報の保護に関する条例第 21 条の 6 第 1 項の規定により、次のとおり利用停止をしない

ことを決定したので通知します。 

  

1 請求に係る保有個人情

報の内容 

    

2 利用停止をしない理由 

  

3 担当部署   電話番号 

4 備考   

注１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月
以内に、東京都健康長寿医療センター理事長に対して審査請求をすることができます(なお、
この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌
日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、東
京都健康長寿医療センターを被告として（訴訟において東京都健康長寿医療センターを代表
する者は東京都健康長寿医療センター理事長となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であ
っても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す
る決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。 （なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から
起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第１８号様式(第１２条関係) 

第     号   

年  月  日   

  

決定期間延長通知書 

(保有個人情報利用停止請求) 

  

                様 

 

東京都健康長寿医療センター 理事長  印    

  

    年  月  日付けの保有個人情報の利用停止請求に対して、東京都個人情

報の保護に関する条例第 21 条の 6 第 5 項において準用する同条例第 14 条第 3 項の規

定により、次のとおり利用停止決定の期間を延長したので通知します。 

  

1 請求に係る保有個人情

報の内容 

    

2 東京都個人情報の保護

に関する条例第21条の6

第1項の規定による決定

期間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

3 延長後の決定期間 

年    月    日から 

年    月    日まで 

4 延長理由   

5 担当部署 
  電話番号 

6 備考   
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第１９号様式(第１３条関係) 

第     号 

年  月  日 

審査会諮問通知書 

  

                  様 

  

  

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

  

  

   年  月  日付けの審査請求について、東京都個人情報の保護に関する条例

第 24 条の 2 の規定により、次のとおり東京都個人情報保護審査会に諮問したので、通

知します。 

  

1 審査請求の対象となる

決定及びその内容 

    

2 審査請求の内容 

   

3 諮問をした日 年    月    日 

4 担当部署 
   

電話番号 

5 備考   
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第２０号様式(第１４条関係) 

 

審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書 

  

年  月  日 

東京都健康長寿医療センター 理事長 殿 

  

氏名 

郵便番号 

請求者 住所又は居所 

電話 

  

  

   

連絡先 氏名               

  電話               

  

  

   

 東京都個人情報保護に関する条例第 25 条の 5 第 1 項の規定に基づき、次のとおり東

京都個人情報保護審査会に提出された意見書又は資料の閲覧・写しの交付を請求しま

す。 

  

  

1 請求する意見書又は資料

の件名又は内容 

   

  

2 閲覧・写しの交付の区分((1)

から(3)までのうち、該当す

るものを一つ○で囲んで

ください。) 

(1) 閲覧 

(2) 写しの交付 

(3) 閲覧した後に必要なものだけ写しの交付 

  

法人その他の団体にあっては、その名称、 

事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名  

法人その他の団体の担当者その他連絡  

可能な方は記載してください。 
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第２１号様式(第１４条関係) 

第     号 

年  月  日 

 

審査会提出資料等の閲覧等の承認について（通知） 

  

           様 

  

  

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

  

   年  月  日付けであった審査会提出資料等の閲覧等に係る請求に対して、

次のとおり、承認することとしたので通知します。 

  

1 審査会提出資料等の件名

又は内容 

  

  

  

 

 

 

 

  

2 閲覧又は写しの交付の日

時及び場所 

日時  年 月 日 
午前 

午後 
  時  分 

場所 
  

 

3 担当部署 

  

 

電話番号 

4 備考 
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保有する個人情報保護に関する要綱 
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第２２号様式(第１４条関係) 

第     号 

年  月  日 

  

審査会提出資料等の閲覧等の一部承認について（通知） 

 

               様 

  

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

  

   年  月  日付けであった審査会提出資料等の閲覧等に係る請求に対して、

次のとおり、一部承認することとしたので通知します。 

  

1 審査会提出資料等の

件名又は内容 

     

2 閲覧・写しの交付を

一部不承認する理由 

   

3 閲覧又は写しの交付

の日時及び場所 

日時 年  月  日 
午前 
午後 

 時  分 

場所   

4 担当部署 
  

電話番号 

5 備考   

  

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220221.doc


保有する個人情報保護に関する要綱 
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第２３号様式(第１４条関係) 

第     号 

年  月  日 

  

審査会提出資料等の閲覧等の不承認について（通知） 

  

               様 

  

  

東京都健康長寿医療センター 理事長 印 

  

   年  月  日付けであった審査会提出資料等の閲覧等に係る請求に対して、

次のとおり、承認しないこととしたので通知します。 

  

1 審査会提出資料等の件

名又は内容 

    

2 閲覧・写しの交付を不

承認とする理由 

  

3 担当部署 
  

 電話番号 

4 備考    

  

 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/word/119220231.doc

